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マチレットは、自治体から市民へ専門性が高い情報をよりわかりや

すく確実に伝える、地域に寄り添う"マチのブックレット"です。

当冊子の著作権を侵害する行為（SNSやHPへの無断転載、デザインや文言の流用、複製物の商用利用等）は法律で禁じられています。

広告の内容に関するお問い合わせは、直接各事業者にお問い合わせください。

練馬区

令和5年(2023年)

～練馬区にお引越しされた方へ～

手続きガイド新 生 活

保険
国民健康保険、後期高齢
者医療制度に加入して
いる方

P2 へ

子育て
妊娠中の方、中学3年生
までの子どもがいる方

P4、5 へ

住民票など
住民票、印鑑登録、マイ
ナンバーカードについて

P1 へ

障害
医療費助成、自立支援の
認定など障害に係る
サービスを受けている方

P6、7 へ

その他
その他の手続き、お役立
ち情報、マップについて

P8 へ

年金・介護
国民年金に加入している
方または要介護、要支援
認定を受けている方

P3 へ
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住民票・印鑑登録・マイナンバーカード

区民事務所案内図

住民票など

No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

住民票を
取りたい

1

【窓口】
各区民事務所
【郵送】
住民記録係
03-5984-4745

住民票の写しを発行する手続き
です。
区民事務所窓口のほかに、郵送や
郵便局(※1)、コンビニ(※2)でも
ご請求いただけます。

住民票の写しの
交付

【共通】
□手数料
□本人確認書類
【郵送の場合】
□返信用封筒
(切手を貼付したもの)

窓口
郵送
コンビニ
郵便局

印鑑登録を
したい

2 各区民事務所
前に住んでいた区市町村の印鑑
登録は無効となり、新たに登録が
必要となります。

印鑑登録の手続き
□手数料
□登録する印鑑
□本人確認書類

窓口

マイナンバー
カードの継続利
用・電子証明書
の更新をまだ
行っていない

3 各区民事務所

マイナンバーカードをお持ちの方
は、お早めにカードの継続利用の
手続きをしてください。
手続きが行われなかった場合、
カードが失効します。

マイナンバー
カード券面記載
事項変更

□マイナンバーカード
□本人確認書類

窓口

マイナンバー
カードの交付
申請をしたい

4
マイナンバーカードの交付申請書
を発行する手続きです。

マイナンバー
カード交付申請書
の発行

□本人確認書類窓口
郵送

【窓口】
各区民事務所
【郵送】
練馬区個人番号カード
事務センター
03-5984-4595

マイナンバー
カードの暗証番
号を忘れてし
まった

5

マイナンバーカードの暗証番号変
更・再設定の手続きです。
※原則ご本人が申請を行ってくだ
さい。

マイナンバー
カード暗証番号
再設定

□マイナンバーカード
□本人確認書類

窓口 各区民事務所

マイナンバー
カードを紛失し
てしまった

6
マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡をお願いします。

①

②

③

④

⑤

⑥

東武練馬駅

①練馬区民事務所
住所:豊玉北6-12-1
　　(練馬区役所本庁舎1階)
☎03-3993-1111
No.3・4・5の手続きについては、練馬区役所
西庁舎1階マイナンバーカード交付コーナー
②早宮区民事務所
住所:早宮1-44-19
☎03-3994-6705
③光が丘区民事務所
住所:光が丘2-9-6
　　(光が丘区民センター2階)
☎03-5997-7711
④石神井区民事務所
住所:石神井町3-30-26(石神井庁舎1階)
☎03-3995-1103
⑤大泉区民事務所
住所:東大泉1-28-1(リズモ大泉学園4階)
☎03-3922-1171
⑥関区民事務所
住所:関町北1-7-2(関区民センター1階)
☎03-3928-3046

(※1)住民票の交付等を取扱う郵便局は区内11か所の郵便局に限ります。詳しくはお問合せください。
(※2)マイナンバーカードを利用して、証明書をコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できるサービスです。
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

国保加入時に
即日で保険証
が必要

1
国保年金課
こくほ資格係
03-5984-4554

保険証は転入手続き後、1週間程
度で世帯主あてに簡易書留で郵
送されます。保険証の即日交付を
希望する場合は、転入手続き完了
後にご本人または同一世帯の方が
指定の本人確認書類をお持ちのう
え、こくほ資格係(こくほ石神井係
も可)で手続きをしてください。

国民健康保険証の
即日交付

□本人確認書類
(マイナンバーカード、
運転免許証、パスポー
トなど官公署発行の顔
写真付き氏名・住所ま
たは生年月日の記載が
ある証明書があれば即
日交付可能)

窓口

限度額適用
認定証が必要

2
国保年金課
こくほ給付係
03-5984-4553

転入手続き後、こくほ給付係で手
続きとなります。
手続きの概要や持参する課税非
課税証明書については、こくほ給
付係へご相談ください。

限度額適用認定証
の交付

□練馬区の国民健康保
険証
□課税非課税証明書

窓口
郵送

特定疾病療養
受療証が必要

3
国保年金課
こくほ給付係
03-5984-4553

転入手続き後、こくほ給付係で手
続きとなります。
手続きの概要や持参する課税非
課税証明書については、こくほ給
付係へご相談ください。

特定疾病療養受療
証の交付

□練馬区の国民健康保
険証
□国保の前に加入してい
た保険の特定疾病療
養受療証
□70歳未満の方は課税
非課税証明書

窓口
郵送

外国籍の方4

最寄りの区民事務所
国保年金課
こくほ資格係
03-5984-4554

○在留資格が「特定活動」である外国籍の方は、パスポートをお持ちくだ
さい。「指定書」を確認します。
○社会保障協定に関する「適用除外証明書｣の交付を受けている外国籍
の方は、ご提示ください。

国民健康保険加入
手続き

保険

国民健康保険
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　国民健康保険 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。

No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

75歳以上の方
がいる（前住所
地で後期高齢
者医療制度に
加入していた）

1

国保年金課
後期高齢者
資格係
03-5984-4587

転入手続き後、自動的に概ね１週
間程度で発送します。
※即日交付はできません。

保険証の発行 ーー

保険料の支払
いについて、口
座振替を希望
する

2

国保年金課
後期高齢者
保険料係
03-5984-4588

金融機関での手続きが必要です。
※口座振替依頼書をご希望の方
はお問い合わせください。なお、
後日お送りする保険証にも同封
しております。

口座振替手続き

□口座情報および銀行印
□口座振替依頼書
(申請は各金融機関の
窓口で行ってください。)

窓口
郵送

後期高齢者医療制度（75歳以上の保険証）
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　後期高齢者医療制度 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

海外からの転
入で、20歳以
上60歳未満の
方がいる

1

国保年金課 国民年金係
03-5984-4561
最寄りの区民事務所
または練馬年金事務所
03-3904-5491

□本人確認書類および
マイナンバーカード
□年金手帳または基礎年
金番号通知書
□パスポート

現在、公的年金制度に未加入の
方、または海外在住中に国民年金
に任意加入していた方は、国民年
金加入の手続き（第1号被保険者
への切り替え）が必要です。国民
年金係または区民事務所、練馬年
金事務所でお手続きください。

国民年金の加入

窓口
郵送
（事前
にご連
絡くだ
さい）

会社等を退職
し、国民年金に
加入する方が
いる

2

国保年金課 国民年金係
03-5984-4561
最寄りの区民事務所
または練馬年金事務所
03-3904-5491

□本人確認書類および
マイナンバーカード
□年金手帳または基礎年
金番号通知書
□退職年月日のわかる書類

国民年金加入者
および60歳以
上の公的年金の
受給待機者、公
的年金を受給し
ている方がいる

3

国保年金課
国民年金係
03-5984-4561
または練馬年金事務所
03-3904-5491

手続きが必要な場合がありますの
で、国民年金係または練馬年金事
務所へお問い合わせください。

ー

□本人確認書類および
マイナンバーカード
□年金手帳または基礎年
金番号通知書

※年金等の状況により必要な
持ち物が異なりますので、
お問い合わせください。

ー

年金・介護

国民年金
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　国民年金 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。

No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

要介護・要支援
認定を受けて
いる方がいる

1

介護保険課
介護認定第一係
03-5984-2867
最寄りの
地域包括支援センター

前住所地での要介護(要支援)認定
を継続するには、転入した日(実際
に引越した日)から14日以内に、
介護保険課または地域包括支援
センターで申請手続きをしてくだ
さい。

要介護・要支援
認定申請
(転入申請)

窓口
郵送
電子

□医療保険の保険証

介護保険
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　介護保険 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。



子育て
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

妊娠中である1

管轄の保健相談所
または
健康推進課母子保健係
03-5984-4621

妊娠中の方は手続きをしてください。都外
からの転入の場合、妊婦健康診査受診票・新
生児聴覚検査受診票の交換が必要です。
※転入前の自治体で妊娠届をしていない
(母子健康手帳を持っていない)方は、届
出をしてください。

①転入妊婦届
②妊婦健康診査受
診票・新生児聴
覚検査受診票交
付申請

□本人確認書類および個人番号
確認書類
□母子健康手帳
□前住所地で交付された妊婦健
康診査受診票・新生児聴覚検査
受診票(都外から転入の場合)

窓口

妊娠関係の手続き
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　妊娠・出産 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。

No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

医療費助成制
度(乳幼児・子ど
も医療証の交
付)を受けたい

1

医療費助成制度(乳幼児・子ども医療
証)の手続きが必要です。
※転入届出後、区からお送りする申請
書に、必要事項を記入し、児童手当
係まで郵送またはご持参ください。
※令和5年4月から高校生等(18歳
到達後最初の3月31日までの間
にある者)まで対象を拡大します。

乳幼児・子ども医療
証交付申請

□本人確認書類
□健康保険証（児童）

窓口
郵送
電子

児童手当を
受けたい
(前住所地で
受けていた)

2

練馬区で新たに手続きが必要です。
※公務員の方は勤務先での手続
きとなります。
手当は原則として申請した月の翌
月分から支給されます。ただし、前
住地の転出予定日の翌日から15
日以内に申請した場合は、転出予
定日の翌月分から支給されます
(海外転入を除く)。15日目が土日
祝日にあたる場合は、翌平日が15
日目となります。

児童手当認定請求

□本人確認書類および個人番
号確認書類(申請者･配偶者)
□申請者の健康保険証(国家公
務員共済または地方公務員
共済の組合員の方は写しが
必要です。郵送で申請される
場合は記号・番号にマスキン
グ(黒く塗りつぶす等)を行っ
てください。)
□振込先普通預金口座(申請者
名義)を確認できるもの
※外国籍の方、1月1日時点で
海外に居住し、課税対象と
なっていない方などは上記の
ほかに持ち物が必要となる場
合があります。詳しくはHP、
または担当あてお問い合わ
せください。

窓口
郵送
電子

児童扶養手当、
児童育成手当
(育成)、ひとり
親家庭等医療
費助成などを
受けたい(前住
所地で受けて
いた)

3

18歳到達後最初の3月31日まで
のお子様がいる（一定程度の障害
のあるお子様は20歳未満まで対
象）母子・父子・養育者家庭の方、ま
たは父母に重度の障害のある家庭
の方で、希望される場合は、児童手
当係で手続きをしてください。

児童扶養・育成手
当、ひとり親医療費
助成などの手続き

窓口

児童育成手当
(障害)、特別児
童扶養手当を
受けたい(前住
所地で受けて
いた)

4

20歳までの心身に一定程度の障
害のあるお子様がいる家庭の方
は、児童手当係で手続きをしてく
ださい。

児童育成手当
(障害)、特別児童
扶養手当の手続き

窓口

子育て支援課
児童手当係
03-5984-5824

※書類の預かりのみ
各福祉事務所

子育て支援課
児童手当係
03-5984-5824

□本人確認書類および個人番
号確認書類（請求者･児童・
配偶者・扶養義務者）
□健康保険証（請求者･児童）
□振込先口座（請求者名義）を
確認できるもの
□戸籍謄本（請求者･児童）
※省略できる場合があります
□身体障害者手帳、愛の手帳
等（お持ちの方のみ）
□年金額の分かるもの（公的
年金受給中の方）
□前住所地での児童扶養手当
証書（お持ちの方のみ）
□前住所地での特別児童扶養
手当証書（お持ちの方のみ）

子どもの手当・医療費助成
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　子ども手当・医療費助成 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。





子育て
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

乳幼児健診を受けていない4歳未満
の子がいる

1 管轄の保健相談所

転入手続き後、対象の月(年)齢に
なると手続き不要でご案内をお送
りしています。ただし、前自治体か
らの転出直前に受けられなかった
健診がある場合は、管轄の保健相
談所に電話でご相談ください。

ーー

子どもに予防接種を受けさせたい2
保健予防課予防係
03-5984-2484

転入手続きをした日の翌開庁日以
降に、予診票の発行申請をしてく
ださい。

本人確認書類
母子手帳等

電話
窓口
電子

子どもの健康診査・予防接種
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。
練馬区　乳幼児の健診と育児に関する相談・講演会 検索 練馬区　子どもの予防接種 検索

二次元コードの読み取りでも確認できます。 二次元コードの読み取りでも確認できます。

No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

小・中学校に
通う子がいる

1
学務課
学事係
03-5984-5659

①区立小中学校に転校する場合は、指定
された学校へ事前に連絡の上、右記書類
を学校に持参し、手続きをしてください。
②私立学校等に通学する場合は、「国立・都
立・私立学校入学・在学届」を区民事務所も
しくは学務課学事係へ提出してください。
③上記の学校以外の場合には、学務課学
事係へ直接ご連絡ください。

転校の手続き

①□入学通知書(転入届
出時に区が発行)
□在学証明書および教
科用図書給与証明
書(転出前の学校で
発行)

②□国立・都立・私立学校
入学・在学届

窓口

特別支援学級、
通級、特別支援
教室等の利用
を希望する

2
学務課
就学相談係
03-5984-5664

(特別支援学級・通級を希望する場合)
転学のご相談が必要です。学務課就学相
談係に直接お申込みください。
(特別支援教室を希望する場合)
転校先の学校へご相談ください。

転学の手続き □ご相談時に案内窓口

就学援助を
受けたい3

学務課
管理係
03-5984-5643

練馬区で新たに申請が必要です。
学務課管理係へ直接お問い合わ
せください。

就学援助の申請

□所得審査の場合は、課税・非
課税証明書または確定申告
の控えまたは本人確認書類
および個人番号確認書類

□振込先口座を確認できるもの
※該当する審査理由により必
要な書類が異なります。詳
しくは、学務課管理係にお問
い合わせください。

窓口
郵送

保育園等の利
用を希望して
いる方

4

練馬区の保育園等の利用を希望し
ている方は、入園申込みが必要で
す。また、保育の無償化の対象とな
るためには、保育の必要性の認定
を申請してください。
※前住所地での認定は、転出をす
ると無効です。

入園の手続き、保育
の無償化の手続き

必要な書類については、
事前にお問い合わせくだ
さい。
※区LINE公式アカウント
で、保育園の検索や
チャットボットで保育課
に質問できます。P9
「お役立ち情報」の
No.4「保育関係の情
報を知りたい」に記載
されている二次元コー
ドで、友だち追加してく
ださい。

窓口
郵送

保育課
入園相談係
03-5984-5848
保育認定係
03-5984-1479

小中学校・保育園
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　小中学校 検索 練馬区　保育園 検索

二次元コードの読み取りでも確認できます。 二次元コードの読み取りでも確認できます。
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

自立支援医療
制度の認定を
受けている(育
成医療)

1
育成医療支給認定申請が
必要です。

自立支援医療制度
の手続き
(育成医療)

窓口
郵送

自立支援医療
制度の認定を
受けている
(精神通院)

2 住所変更等の申請が必要です。
自立支援医療制度
の手続き
(精神通院)

窓口
郵送

自立支援医療
の受給者証を
持っている方が
いる(更生医療)

3
管轄の総合福祉事務所
障害者支援係

受給者証の交付申請手続きをす
る必要があります。

自立支援医療制度
の手続き
(更生医療)

手続きや必要なものにつ
いては、管轄の総合福祉
事務所にお問い合わせく
ださい。

ー

精神障害者保
健福祉手帳を
お持ちの方

4

保健予防課 精神保健係
03-5984-4764
または最寄りの
保健相談所

住所変更等の申請が必要です。
精神障害者保健福
祉手帳の手続き

手続きや必要なものにつ
いては、精神保健係にお
問い合わせください。

窓口
郵送

身体障害者手
帳・療育手帳(愛
の手帳)をお持
ちの方

5
管轄の総合福祉事務所
障害者支援係

住所変更等の申請が必要です。
身体障害者手帳・
愛の手帳(療育手
帳)の手続き

手続きや必要なものにつ
いては、総合福祉事務所
障害者支援係にお問い合
わせください。

ー

障害福祉サー
ビスを利用して
いた方がいる

8
継続して障害福祉サービスを利用
したい場合は、改めて利用申請手
続きをする必要があります。

障害福祉サービス
の手続き

手続方法や必要なものは
管轄の総合福祉事務所に
お問い合わせください。
精神障害福祉サービスに
ついては、管轄の保健相
談所にお問い合わせくだ
さい。

ー

管轄の総合福祉事務所
障害者支援係
(精神障害福祉サービ
スについては、管轄の
保健相談所)

東京都心身障
害者医療助成
(マル障)の受
給者証を交付
されていた方
がいる

7
改めて受給申請手続きをする必要
があります。

東京都心身障害者
医療費助成の手続
き

手続方法や必要なものは
右記へお問い合わせくだ
さい。

ー

身体障害者手
帳1・2級(内部
障害3級を含
む)、愛の手帳
(療育手帳)1・2
度、精神障害者
保健福祉手帳
1級の方がいる

6

東京都心身障害者医療費助成(マル
障)の手帳等級要件に該当します。
※年齢要件や所得要件、その他の
要件で非該当になる場合もあり
ます。

東京都心身障害
者医療費助成の
手続き

手続方法や必要なものは
右記担当にお問い合わせ
のうえ、転入日から14日
以内に申請の手続きを
行ってください。

ー

No.1
保健予防課予防係
03-5984-2484
No.2
保健予防課精神保健係
03-5984-4764
または最寄りの
保健相談所

手続きや必要なものにつ
いては、右記担当の係ま
でお問い合わせください。

身体障害者手帳・愛の
手帳は、管轄の総合福
祉事務所福祉事務係

精神障害者保健福祉
手帳は、
保健予防課精神保健係
03-5984-4764
または最寄りの保健相
談所

身体障害者手帳・愛の
手帳は、管轄の総合福
祉事務所福祉事務係
精神障害者保健福祉
手帳は、
保健予防課精神保健係
03-5984-4764
または最寄りの保健相
談所

障害

障害・難病の手続き
練馬区ホームページでその他のご案内や新着情報の確認ができます。

練馬区　障害のある方 検索
二次元コードの
読み取りでも
確認できます。
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

障害者に係る
手当を受給して
いた方がいる

9
管轄の総合福祉事務所
福祉事務係

国制度、都制度、区制度いずれの
手当も改めて受給申請手続きを
する必要があります。

各種手当(障害者、
難病)の手続き

手続方法や必要なものは
管轄の総合福祉事務所に
お問い合わせください。

ー

難病に係る手
当を受給して
いた方がいる

10
管轄の総合福祉事務所
福祉事務係

改めて受給申請手続きをする必要
があります。

各種手当(障害者、
難病)の手続き

手続方法や必要なものは
管轄の総合福祉事務所に
お問い合わせください。

ー

難病、BC肝炎、
人工透析、小児
慢性等医療費
助成制度の認
定を受けている

11
難病、BC肝炎、人工透析、小児慢
性等医療費助成の他県転入また
は住所変更申請が必要です。

難病、BC肝炎、人
工透析、小児慢性
等医療費助成制度
の手続き

窓口
郵送

東京都大気汚
染医療費助成
制度の認定を
受けている

12 住所変更申請が必要です。
東京都大気汚染医
療費助成制度の手
続き

窓口
郵送

被爆者健康手
帳を持っている

13 住所変更申請が必要です。
被爆者援護制度
の手続き

手続方法や必要なものは
右記にお問い合わせくだ
さい。

窓口
郵送

手続方法や必要なものは
保健予防課予防係または
最寄りの保健相談所にお
問い合わせください。

保健予防課予防係
03-5984-2484
または最寄りの
保健相談所
※ただし、No.13の受
付は保健予防課予防
係、豊玉保健相談所、
石神井保健相談所の
み行っています。

障害



その他
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No. 手続名対象者 ご案内 必要なもの申請
方法

受付・
お問い合わせ窓口

犬を飼っている1 生活衛生課
詳しくは生活衛生課へお問い合わ
せください。

飼い犬の登録・
住所変更

ー
窓口
電子

バイク
(125cc以下)、
ミニカー、小型
特殊自動車を所
持している

2
練馬区で登録手続きを行いナン
バープレートの交付を受けてくだ
さい。

バイク
(125cc以下)、
ミニカー、小型
特殊自動車の登録
手続き

□本人確認書類
□前住所地発行の廃車
申告受付書(廃車手続
きをしていない場合
は、前の自治体のナン
バープレートと標識交
付証明書)

窓口
税務課税証明・
軽自動車税担当
03-5984-4536

その他の手続き

No. サービス名対象者 ご案内 二次元コード

練馬区の感染症関連情報
を知りたい

1
各種相談窓口や給付・貸付等の相談、練馬区の施設・
イベント情報が確認できます。

練馬区　新型コロナ
ウイルス感染症関連情報

区民事務所などの窓口の
混雑状況を知りたい

2
区民事務所や国民健康保険の窓口、保育の窓口等で
現在どれくらい混雑しているか確認できます。

練馬区リアルタイム窓口
混雑情報

ライフイベントに応じて必
要な手続きを知りたい

3
転出・転居・出生・おくやみに関係する手続きを、質問に
答えることで特定できます。

練馬区　
手続き案内サービス

お役立ち情報





その他
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No. サービス名対象者 ご案内 二次元コード

保育関係の情報を
知りたい

4

友だち追加をすることで、保活支援サービス(①条件
にあった保育園の検索、②保育指数の試算、③保育課
に質問(チャットボットが自動応答)、④子育て情報の配
信)を利用できます。

練馬区　LINE公式アカウント

資源・ごみに関する情報を
知りたい

5
アプリをインストールすることで、資源・ごみの分別や
地域別の回収・収集日の検索などスマートフォンで調
べることができます。

練馬区　
資源・ごみ分別アプリ

楽しく健康づくりがしたい6
アプリをインストールすることで、健康づくりに関する
情報の確認や血圧や体重、歩数等の毎日の記録・確認
ができます。

ねりまちてくてくサプリ

まちの不具合を
投稿したい

7
アプリをインストールすることで、街路灯の不点灯、道
路や公園遊具の破損などを写真付きで手軽に区に投
稿できます。

練馬区　
ねりまちレポーター

農業の情報を知りたい8
アプリをインストールすることで、庭先直売所やマル
シェ等のイベント情報を確認できます。とれたてねりま

お役立ち情報





その他
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練馬区役所フロアマップ

本庁舎２階 本庁舎３階

本庁舎10階 本庁舎12階

・後期高齢者医療の手続き
・後期高齢者資格係
・後期高齢者保険料係

・国民年金の手続き

・国保関係の手続き

・子どもの手当・医療費助成

東庁舎４階

・小中学校への入学手続き
・保育園の入園手続き

・妊娠関係の手続き

・飼い犬の手続き

・障害・難病の手続き

東庁舎６階

・介護保険の手続き

(令和5年1月現在)





その他
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練馬区マップ

光が丘区民センター内
③、⑨、⑭

練馬年金事務所
⑰

練馬区役所内
①、⑬

石神井庁舎内
④、⑮

⑧

②

⑦

⑩

⑫⑥

⑤
⑯

⑪

【区民事務所】
①練馬

②早宮
③光が丘

④石神井

⑤大泉

⑥関

☎03-3993-1111

☎03-3994-6705
☎03-5997-7711

☎03-3995-1103

☎03-3922-1171

☎03-3928-3046

【総合福祉事務所】
⑬練馬
⑭光が丘
⑮石神井
⑯大泉

住所：豊玉北6-12-1
　　 (練馬区役所本庁舎1階)
住所：早宮1-44-19
住所：光が丘2-9-6
　　 (光が丘区民センター2階)
住所：石神井町3-30-26
　　 (石神井庁舎1階)
住所：東大泉1-28-1
　　 (リズモ大泉学園4階)
住所：関町北1-7-2
　　 (関区民センター1階)

お住いの地域により管轄の
福祉事務所が異なります。
区HP等でご確認ください。

【日本年金機構　練馬年金事務所】
⑰住所：石神井町4-27-37
☎03-3904-5491

【保健相談所】
⑦豊玉

⑧北
⑨光が丘

⑩石神井
⑪大泉
⑫関

☎03-3992-1188

☎03-3931-1347
☎03-5997-7722

☎03-3996-0634
☎03-3921-0217
☎03-3929-5381

住所：豊玉北5-15-19
　　 (豊玉すこやかセンター内)
住所：北町6-35-7
住所：光が丘2-9-6
　　 (光が丘区民センター1階)
住所：石神井町7-3-28
住所：大泉学園町5-8-8
住所：関町東1-27-4








